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令和３年度
中山間地域等直接支払制度の実施状況



○対象農用地基準を満たす農用地
を有する市町数：１５市町

○基本方針を策定した市町数：１３市町

県内１３市町で基本方針策定

１ 基本方針の策定状況
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通常地
域該当

特認地
域該当

市町基
本方針
策定年
度

交付開
始年度

高松市 ○ ○ ○ ○ 27 27

丸亀市 ○ ○ ○ ○ 27

坂出市 ○ ○ ○ 27 27

善通寺市 ○ ○ ○

観音寺市 ○ ○ ○ ○ 27 27

さぬき市 ○ ○ ○ ○ 27 27

東かがわ市 ○ ○ ○ 27 27

三豊市 ○ ○ ○ ○ 27 27

土庄町 ○ ○ ○ 27 27

小豆島町 ○ ○ ○ 27 27

三木町 ○ ○ ○ ○ 27 27

直島町 ○ ○

宇多津町 ○ ○

綾川町 ○ ○ ○ ○ 27 27

琴平町 ○ ○ ○

多度津町 ○ ○ ○ ○ 27 27

まんのう町 ○ ○ ○ 27 27

17 17 15 10 15 13 -

●中山間地域等直接支払制度における各市町別対象地域
　 及び基本方針策定状況

市町名

地域指定 基準指定

対象地域
にある市
町

対象農用
地基準を
満たす農
用地を有
する市町



２ 交付金等について

○集落協定数：３９０協定

交付単価別協定数は、
基礎単価協定：２５４
体制整備単価協定：１３６（34.9％）

○個別協定数：１協定（三豊市）

（１）実施市町及び協定数
制度実施は１２市町
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※個別協定は、認定農業者等が農用地の
所有権等を有する者と利用権の設定や農作
業受委託を受ける形で締結する協定。

●各市町別集落協定数

体制整備
単価協定
率

高松市 50 45 5 10.0%

丸亀市 0 0 0

坂出市 7 7 0 0.0%

観音寺市 7 6 1 14.3%

さぬき市 29 18 11 37.9%

東かがわ市 66 23 43 65.2%

三豊市 102 91 11 10.8%

土庄町 4 3 1 25.0%

小豆島町 4 4 0 0.0%

三木町 7 5 2 28.6%

綾川町 61 28 33 54.1%

多度津町 1 0 1 100.0%

まんのう町 52 24 28 53.8%

県計 390 254 136 34.9%

市町名

集落協定数

集落
協定数

計
うち基礎
単価協定

うち体制
整備単価
協定



（２）集落協定参加者数
参加者数５，４９８人、うち農業者５，３９５人

○集落協定参加者は、
5,498人（組織含む）

うち農業者が5,395人
（98.1％）

○集落協定は、多様な主体
により構成され、農業法
人や農業生産組織、非農
業者も参加

２ 交付金等について
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●各市町別協定参加者数

高松市 671 670 1 0 0 0 0

丸亀市 0 0 0 0 0 0 0
坂出市 77 74 3 0 0 0 0

観音寺市 111 110 1 0 0 0 0

さぬき市 353 327 2 0 12 12 0
東かがわ市 928 898 14 4 0 12 0

三豊市 1,375 1,371 4 0 0 0 0

土庄町 68 68 0 0 0 0 0
小豆島町 91 90 0 0 1 0 0
三木町 104 100 0 4 0 0 0

綾川町 645 639 6 0 0 0 0
多度津町 28 27 0 0 1 0 0

まんのう町 1,047 1,021 1 0 0 25 0

県計 5,498 5,395 32 8 14 49 0

市町名

協定参加者

協定
参加
者数
計

農業者
(人)

農業法
人

農業生
産組織

水利
組合等

非農
業者

その
他



（２）集落協定参加者数（年齢区分別）

２ 交付金等について

5

集落協定参加者のおよ
そ50％を70歳以上が占
めており、65歳以上の
高齢者はおよそ70％と
なっている。

39歳以下
2%

40～44歳
2%

45～49歳
3%

50～54歳
4%

55～59歳
7%

60～64歳
14%

65～69歳
19%

70～74歳
20%

75～79歳
11%

80歳以上
18%

年齢区分別 集落協定参加者数



（３）交付対象面積 ２，４７１ha
（うち集落協定締結面積：２，４６９ha）

○交付単価別面積

・基礎単価
1,409.8ha

・体制整備単価
1,058.9ha（42.9％）

○加算措置は、１町が棚田
地域振興活動加算に、４
市町が超急傾斜農地保全
管理加算に、４市町が生
産性向上加算に取り組み

計119.3ha

２ 交付金等について
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〔参考〕農林水産省 耕地面積調査より抜粋
香川県の耕地面積：２９，３００ha
（田：２４，４００ha、畑：４，８６０ha）

●各市町別交付対象面積 （単位:ha）

体制整備
単価協定
面積率

うち棚田地
域振興活動

加算

うち超急傾
斜農地保全
管理加算

うち集落協
定広域化加

算

うち集落機
能強化加算

うち生産性
向上加算

高松市 278.6 220.5 58.1 20.8% 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0

丸亀市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
坂出市 30.9 30.9 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
観音寺市 50.4 39.0 11.4 22.5% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

さぬき市 145.4 82.2 63.3 43.5% 9.5 0.0 4.1 0.0 0.0 5.4
東かがわ市 444.4 133.7 310.7 69.9% 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6
三豊市 677.1 585.7 91.5 13.5% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

土庄町 9.4 7.0 2.4 25.1% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小豆島町 20.9 20.9 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
三木町 44.2 23.2 21.1 47.6% 25.8 13.9 4.7 0.0 0.0 7.2

綾川町 305.3 126.5 178.8 58.6% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
多度津町 6.1 0.0 6.1 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

まんのう町 455.8 140.1 315.7 69.3% 61.9 0.0 3.0 0.0 0.0 58.9

県計 2,468.7 1,409.8 1,058.9 42.9% 119.3 13.9 24.5 0.0 0.0 81.0

市町名

集落協定締結面積

交付対象
面積計

加算
措置
面積

うち基礎
単価面積

うち
体制整備
単価面積



（４）交付金額 ３億５，６５５万円
（うち集落協定３億５，６４８万円）

○12市町の集落協定に対し
3億5,648万円余を交付。

○交付単価別の
交付金額比率は、

・基礎単価 50.1％
・体制整備単価 49.9％
（加算措置を含む）

２ 交付金等について
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●各市町別交付金額 (単位:千円)

（参考）

うち棚田地
域振興活動

加算

うち超急傾
斜農地保全
管理加算

うち集落協
定広域化加

算

うち集落機
能強化加算

うち生産性
向上加算

高松市 39,905 31,186 8,719 753 0 753 0 0 0

丸亀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂出市 4,310 4,310 0 0 0 0 0 0 0
観音寺市 5,496 4,332 1,164 0 0 0 0 0 0

さぬき市 19,034 9,109 9,925 386 0 248 0 0 138
東かがわ市 48,624 13,170 35,454 287 0 0 0 0 287

三豊市 78,730 66,674 12,055 0 0 0 0 0 0

土庄町 1,381 1,110 271 0 0 0 0 0 0
小豆島町 2,122 2,122 0 0 0 0 0 0 0
三木町 10,156 3,893 6,263 1,842 1,390 285 0 0 167

綾川町 58,654 21,162 37,491 0 0 0 0 0 0
多度津町 963 0 963 0 0 0 0 0 0

まんのう町 87,104 21,424 65,680 1,949 0 183 0 0 1,766

県計 356,479 178,492 177,987 5,216 1,390 1,468 0 0 2,358

市町名

交付金額

交付
金額
計

うち基礎
単価交付
金額

うち体制
整備単価
交付金額

加算単価
交付金額

〔参考〕交付金額３億５，６５５万円の内訳
国費：１億７，５２９万円 県費：９，０６３千円 市町費：９，０６３千円



（５）地目・勾配別の協定面積
地目別では田が８6％、傾斜・勾配別では急傾斜が7１％を占める

○地目別の協定面積割合
・田が 85.7％
・畑が 14.3％

○勾配別の協定面積割合
・急傾斜が 70.9％
・緩傾斜が 29.1％

（６）地目・勾配別の交付金額
地目別では田が９2％、傾斜・勾配別では急傾斜が８7％を占める

○地目別の交付金額割合
・田が 91.6％
・畑が 8.4％

○勾配別の交付金額割合
・急傾斜が 86.6％
・緩傾斜が 13.4％

２ 交付金等について
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田 畑 急傾斜 緩傾斜

交付対象面積(ha) 2,114.8 353.9 1,751.1 717.5

●地目・勾配別協定締結面積（集落協定）　　         　　　　　　　　　　　

区  　分
地　目　別 勾　配　等　別

●地目・勾配別交付金額（集落協定）　　　　　　　　　　

田 畑 急傾斜 緩傾斜

交付金額(千円) 326,517 29,962 308,839 47,639

区  　分
地　目　別 勾　配　等　別



３ 集落協定の取組状況

（１）交付金の使途
交付金の83％が個人配分

○交付金（3億5,648万円）のうち、
・共同取組活動 16.7%
・個人配分 83.3％

○共同取組活動への配分に占める積立比率 14.2％

〔参考〕
○１協定あたりの参加者数 14.1人
○１協定あたりの交付面積 6.3ha
○１協定あたりの交付金額 91.4万円
→参加者1人あたり交付金額 6.5万円
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共同取組活動分, 
16.7%

個人配分, 83.3%

Ｒ３年度交付金の配分
（金額ベース）

単年度分, 85.8%

積立分, 14.2%

Ｒ３年度交付金の使用時期
（共同取組活動分、金額ベース）



○協定による交付金の使途
・役員報酬 185
(共同取組活動協定(227)の81.4％)

・道･水路管理 164（同72.2％）

・農地管理 65（同28.6％）

・鳥獣被害防止対策 42（同18.5％）

３ 集落協定の取組状況
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185

164

65

42

40

12

8

1

49

0 50 100 150 200 250

役員報酬

道・水路管理

農地管理

鳥獣被害防止対策

研修会開催

多面的機能増進活動

共同利用施設整備

共同利用機械購入

その他

協定に位置づけられている交付金の使途
（単年度分、集落数）

８１％の協定が交付金を役員報酬｣に活用



（２）農業生産活動等の実施
協定の８１％が「農地の法面管理」に取組む

○耕作放棄の防止等の活動への取組
・「農地の法面管理」

314（全協定の80.5％）
・「柵･ネット等の設置」 189(48.5％)
・「賃借権設定･農作業の委託」147(37.7％)
の順

３ 集落協定の取組状況

○ほぼ全ての集落が、
「農道の管理」
「水路の管理」に取り組み
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390 376

14
0

100

200

300

400

500

農道の管理 水路の管理 その他管理

農業生産活動等への取組状況
（水路・農道等の管理）

（集落数、複数回答）314

189
147

16 9 7 3 6
0

50

100

150

200

250

300

350

農
地
の
法
面
管
理

柵
、
ネ
ッ
ト
等
の
設
置

賃
借
権
設
定
・農
作
業

の
委
託

既
荒
廃
農
用
地
の
保
全

管
理

担
い
手
の
確
保

簡
易
な
基
盤
整
備

地
場
農
産
物
の
加
工
・

販
売

そ
の
他

農業生産活動等への取組状況
（集落数、複数回答）



（３）多面的機能を増進する活動への取り組み
８１％の協定が｢周辺林地の下草刈｣に取組む

○多面的機能を増進する活動

・「周辺林地の下草刈」
314(全協定の80.5％）

・「景観作物の作付」
52(13.3％)

・「堆きゅう肥の施用」
43(11.0％) の順

３ 集落協定の取組状況
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魚
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虫
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そ
の
他

多面的機能を増進する活動への取組状況
（集落数、複数回答）



（４）集落マスタープランの内容
８５％の協定が、「将来にわたり農業生産活動等が可能となる
集落内の実施体制構築｣を将来像として策定

３ 集落協定の取組状況

○将来像を実現するための活動方策は
・「共同で支え合う集団的かつ持続的な
体制整備」が333(85.4％)で最多
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○集落の目指すべき将来像は
・「将来にわたり農業生産活動等が
可能となる集落内の実施体制構築」
が331(全協定の84.9％）で最多

331
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29
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等
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新
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な
人
材
の
育
成
・確
保

協
定
参
加
者
そ
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ぞ
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が
、
作
物
生
産
、
加
工
・直

売
等
様
々
な
工
夫
に
よ
り

再
生
可
能
な
所
得
を
確
保

そ
の
他

目指すべき将来像
（集落数）

333

47
27 23

9 7 5 4 1 12

0

50

100

150

200

250

300

350

共
同
で
支
え
合
う
集
団
的
か

つ
持
続
的
な
体
制
整
備

担
い
手
へ
の
農
作
業
の
委
託

機
械
・農
作
業
の
共
同
化
等

営
農
組
織
の
育
成

担
い
手
へ
の
農
地
集
積

農
業
生
産
条
件
の
強
化

高
付
加
価
値
型
農
業

地
場
産
農
産
物
等
の
加
工
・

販
売

新
規
就
農
者
等
に
よ
る
農
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呼
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そ
の
他

将来像を実現するための活動方策
（集落数、複数回答）



（５）体制整備単価協定における活動内容
１３６協定（全協定の34.9%）が体

制整備単価（集落戦略の作成）に取り組
んでおり、うち１０３協定（76％）が
現在作成中。

３ 集落協定の取組状況
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集落において作

成中
76%

集落から市町村

に提出があり、市
町村から指導助

言を実施中
8%

要件を全て満た

す集落戦略が市
町村に提出済み

16%

集落戦略の作成状況

（集落数）
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成
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集落戦略作成に向けた活動状況

（集落数,複数回答）



（５）体制整備単価協定における活動内容
※集落戦略の作成を進めている集落協定のうち、すでに回答のあった項目の内容

３ 集落協定の取組状況

○協定農用地の将来像を踏まえた集落の
現状は、「担い手が確保できており、耕
作を継続」が58協定中14協定（24.1％
）で最多
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○協定農用地の６～10年後の将来像
は、面積割合で62.1％（回答のあった約

210ha分の農用地のうち、約130ha）の農用地に
ついて「管理者が引き続き耕作」と
回答
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16.1%

6.5% 6.0% 5.8% 3.5%
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）
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協定農用地の将来像

（面積の割合（％）,複数回答） 14
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き
て
い
な
い

耕
作
を
継
続
し
た
い
が
、
法
面
や
水
路
・農

道
等
の
管
理
が
過
重
な
負
担
と
な
っ
て
い
る

担
い
手
が
確
保
で
き
て
い
る
が
、
全
て
の
委

託
希
望
は
受
け
ら
れ
な
い

集
落
の
自
治
（コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
機
能
が
低
下
し

て
お
り
、
生
活
に
支
障
・
不
安
が
生
じ
て
い
る

そ
の
他
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協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状

（集落数,複数回答）



（５）体制整備単価協定における活動内容
（すでに作成を進めている集落協定の状況）

３ 集落協定の取組状況

○具体的な対策に向けた検討につい
ては、「特に懸念はなく、協定参加
者で実施していく」が26協定中13協
定（50％）で最も多かった。

16

○集落の現状を踏まえた対応の方向
性は、「鳥獣被害防止対策の実施」
が63協定中15協定（23.8％）で最も
多かった。
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、
集
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も
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い
こ
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か
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、
対
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は
不
要

省
力
化
技
術
の
導
入
や
外
注
化
等
に
よ

り
労
働
負
担
の
軽
減
を
図
る

集
落
の
自
治
（コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
機
能
の
強

化

農
産
物
の
高
付
加
価
値
化
に
よ
り
所
得

の
向
上
を
図
る

基
盤
整
備
等
に
よ
り
耕
作
条
件
を
改
善

耕
作
継
続
が
困
難
な
農
用
地
の
林
地
化

新
た
な
作
物
の
導
入
に
よ
り
所
得
の
向

上
を
図
る

放
牧
利
用
に
よ
る
農
用
地
の
管
理
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集落の現状を踏まえた対応の方向性

（集落数,複数回答）
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特
に
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念
は
な
く
、
協
定
参
加
者
で
実
施

し
て
い
く

協
定
参
加
者
だ
け
で
は
検
討
が
困
難
で

あ
り
外
部
（県
・市
町
村
含
む
）
か
ら
の
助

力
を
得
た
い

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金
の
加

算
措
置
を
活
用
し
た
い

対
策
に
活
用
可
能
な
補
助
事
業
等
を
紹

介
し
て
欲
し
い

他
の
協
定
と
の
広
域
化
を
考
え
た
い
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具体的な対策に向けた検討

（集落数,複数回答）



３ 集落協定の取組状況
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協
定
参
加
者
で
役
割
分
担
し
つ
つ
、
農
用
地

の
維
持
管
理
を
行
う

集
落
営
農
組
織
が
支
援
す
る

農
業
者
が
支
援
す
る

農
地
所
有
適
格
法
人
が
支
援
す
る

そ
の
他
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農業生産活動等の維持のための支援体制

（集落数,複数回答）
○農業生産活動等の維持のための支
援体制は、「協定参加者で役割分担
しつつ、農用地の維持管理を行う」
が26協定中17協定（65.4%）で最も
多く、そのほか、集落営農組織や農
業者、農地所有適格化法人等という
回答があった。



４ 参考
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対策の切り替わり年には面積が減少し、
対策２年目以降、徐々に増加する傾向


